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特定個人情報保護評価の概要 



特定個人情報保護評価の実施手順 

 



 

◆主な変更箇所 （予防接種に関する事務） 

 
１ 番号法が改正されたことにより生じた引用法令の条ずれ等に伴う変更 

２ 基幹業務システムの標準準拠化及びガバメントクラウドにおけるデータ保管等の変更 

３ ワクチン接種記録システム（VRS）の全機能停止に伴う記載の削除 

 
・上記１、２、３の記載(一部抜粋) 

項目 旧 新 

Ⅰ基本情報  

６－②法令上の根拠 

（船橋市が照会する根拠） 

・番号法第 19条第 8号 

⑴番号法別表第二の 16の 2の項 

⑵番号法別表第二の 17の項 

⑶番号法別表第二の 18の項 

⑷番号法別表第二の 19の項 

⑸番号法別表第二の 115の 2の項 

 

（船橋市が提供する根拠） 

・番号法第 19条第 8号 

⑴番号法別表第二の 16の 2の項 

⑵番号法別表第二の 16の 3の項 

⑶番号法別表第二の 115の 2の項 

（船橋市が照会する根拠） 

・番号法第 19条第 8号に基づく主務省令第 2条の表 25の項、26の

項、27の項、28の項、29の項、153の項 

 

（船橋市が提供する根拠） 

・番号法第 19条第 8号に基づく主務省令第 2条の表 25の項、26の

項、153の項、154の項 

Ⅱ特定個人情報ファイ

ルの概要 

６．特定個人情報の保

管・消去 

 

①保管場所 

＜船橋市における措置＞（略） 

＜自治体中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞（略） 

 

＜ワクチン接種記録システム(VRS)における追加措置＞ 

ワクチン接種記録システム(VRS)は、特定個人情報の適切な取扱い

に関するガイドライン、政府機関等の情報セキュリティ対策のための

統一基準群に準拠した開発・運用がされており、情報セキュリティの

国際規格を取得しているクラウドサービスを利用している。なお、以下

のとおりのセキュリティ対策を講じている。  

①論理的に区分された当市の領域にデータを保管する。  

②当該領域のデータは、暗号化処理をする。  

③個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないよ

うに制御している。  

④国、都道府県からは特定個人情報にアクセスできないように制御し

ている。 

＜船橋市における措置＞ （略） 

＜自治体中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞ （略） 

 

＜ワクチン接種記録システム(VRS)における追加措置＞ （削除） 

＜新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能＞ （削

除） 

＜新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付＞ （削

除） 

 

＜ガバメントクラウドにおける措置＞ 

①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場

所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事

業者は ISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、

セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものと

する。 

・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 



 

⑤日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用して

いる。 

 

＜新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能＞ 

電子交付アプリ及び同アプリの利用端末には、申請情報を記録しな

いこととしている。 

 

＜新型コロナウイルス感染症予防接種証明書コンビニ交付＞ 

証明書交付センターシステム及びキオスク端末には、申請情報・証明

書データを記録しないこととしている。 

・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 

②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデ

ータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数の

データセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存され

る。 

 


